
４ 川 監 公 第 ８ 号  

令和４年８月１０日  

 

監査の結果の報告に基づく措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、

令和３年１２月３日付け３川監公第１６号で公表した監査の結果の報告に基づ

き、川崎市長及び川崎市教育委員会教育長から措置を講じた旨通知がありまし

たので、次のとおり公表します。 

 

 

 

                川崎市監査委員 大 村 研 一 

                同       植 村 京 子 

                同       浅 野 文 直 

                同       山 田 晴 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４川総コ第３９号  

令和４年６月３０日  

 

川崎市監査委員 大村 研一 様 

同       植村 京子 様 

同       浅野 文直 様 

同       山田 晴彦 様 

 

川崎市長  福田 紀彦   

 

監査の結果の報告に基づく措置について（通知） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、

令和３年１２月３日付け３川監報第８号で報告の提出がありました令和３年度

財政援助団体等監査の結果について、次のとおり措置を講じましたので通知し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 令和３年度財政援助団体等監査結果に対する措置状況 

（１）財政援助団体及び所管部局において改善措置を要する事項 

  ア 適正な実績報告を行うべきもの 

   ［指摘の要旨］ 

公益財団法人かわさき市民活動センター補助金交付要綱（以下「交付

要綱」という。）第９条によると、公益財団法人かわさき市民活動セン

ターは、補助事業等に係る工事の発注、物品及び役務の調達等を行う場

合において、１件の金額が１，０００，０００円を超えるときは、市内

中小企業者により入札を行い、又は２者以上の市内中小企業者から見積

書の徴収を行わなければならないとされ、同条ただし書によると、市長

が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合又はその必要がな

いと認める場合は、この限りでないとされている。  

また、交付要綱第１２条によると、補助事業等が完了したときは、速

やかに、実績報告書を提出するほか、対象経費のうち、１件の金額が 

１，０００，０００円を超える支出となる案件がある場合に発注実績報

告書を、第９条ただし書の規定により、市内中小企業者による入札又は

２者以上の市内中小企業者から見積りの徴収をし難いと認める場合に入

札（見積り）が行えないことに係る理由書を提出するものとされている。 

公益財団法人かわさき市民活動センター補助金の実績報告をみたとこ

ろ、実際は１件の金額が１，０００，０００円を超える業務委託を行っ

ていたものの、該当案件なしとして発注実績報告書が提出されていな

かった。さらに、当該業務委託は市外業者へ発注を行っていたが、入札

（見積り）が行えないことに係る理由書が提出されていなかった。この

ため、市長が契約の性質上、市内中小企業者による入札又は２者以上の

市内中小企業者から見積りの徴収をし難いと認める場合又はその必要が



 

 

ないと認める場合に該当するかの確認もされていなかった。 

市は、公益財団法人かわさき市民活動センターに対し、適正な実績報

告を行うよう指導するとともに、補助金等交付事業に係る市内中小企業

者への優先発注に向けた基本方針を踏まえ、市内中小企業者による入札

又は２者以上の市内中小企業者から見積りの徴収をし難い理由を適切に

確認されたい。 

［措置内容］ 

 指摘事項については、公益財団法人かわさき市民活動センターに対し、

適正な実績報告を行うよう指導及び通知を行いました。また、同センタ

ーから提出された実績報告書について、適正に報告されていることを確

認しました。 

今後は、適切な確認に努めます。 

（公益財団法人かわさき市民活動センター） 

（市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課） 

イ その他改善を要するもの 

［指摘の要旨］ 

軽易な事項であるが、次のとおり改善措置を要する事例があった。 

  （ア）適正な交付申請書の提出を求め、適切に審査すべきもの 

     公益財団法人かわさき市民活動センター補助金について、補助金交

付決定額に影響はなかったものの、補助金交付申請書の補助金算出基

礎に誤りがあった事例 

   ［措置内容］ 

指摘事項については、公益財団法人かわさき市民活動センターに対し、

補助金執行額一覧の管理費合計から指定管理料の負担分を除外するよう

指導し、交付要綱の様式を改正し、補助対象経費となる費目へ充当され



 

 

ることを明確化しました。 

今後は、適切な審査に努めます。 

（公益財団法人かわさき市民活動センター） 

（市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課） 

  （イ）適正な実績報告書の提出を求め、適切に審査すべきもの 

かわさき市民公益活動助成事業補助金の実績報告書について、執行

科目ごとの決算額・補助金充当額やどの団体への助成金に当該補助金

が充当されているのかが確認できなかった事例 

   ［措置内容］ 

指摘事項については、公益財団法人かわさき市民活動センターに対し、

実績報告書に執行科目ごとの決算額・補助金充当額を明記すること、当

該補助金の充当先を明記することを指導しました。また「かわさき市民

公益活動助成事業補助金交付要綱」の様式を改正し、補助対象経費とな

る費目へ充当されていることを確認できるようにしました。 

今後は、適切な審査に努めます。 

    （公益財団法人かわさき市民活動センター） 

（市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課） 

（２）出資団体及び所管部局において改善措置を要する事項 

  ア 財務諸表を適正に作成すべきもの 

   ［指摘の要旨］ 

地方住宅供給公社会計基準第２１によると、貸倒見積高の算定は、債

務者の財務内容等に応じて債権を区分し、一般の債権については債権全

体又は同種同類の債権ごとに貸倒実績率等の合理的な基準により、特定

の債権については回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上する方法に

よるとされている。 



 

 

また、川崎市住宅供給公社定款第２０条によると、この地方公社の事

業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるとされてい

る。さらに、川崎市住宅供給公社小口現金取扱要綱第９条によると、資

金前渡出納員は、会計年度終了後速やかに小口現金を出納員に返還する

ものとするとされている。 

川崎市住宅供給公社の財務諸表等をみたところ、次の事例があった。 

市は、出資団体に対し、適正な会計処理を行うとともに、財務諸表等

を適正に作成するよう指導されたい。 

  （ア）貸倒引当金等について、計上誤りがあった事例 

  （イ）引当金明細の貸倒引当金及び退職給付引当金について、当期増加額

及び当期減少額がそれぞれ逆に記載されていた事例 

  （ウ）小口現金について、経費を支出した年度と異なる年度で精算を行っ

ており、事業年度に基づいた会計処理が行われていなかった事例 

   ［措置内容］ 

指摘事項については、川崎市住宅供給公社に対し、適正な会計処理を

行うとともに、財務諸表等を適正に作成するよう指導し、提出された令

和３年度の財務諸表等において、適正に作成されていることを確認しま

した。 

また、小口現金については、年度内での適切な精算を行うよう社内周

知を行ったことを確認しました。 

今後は、適正な会計処理を行うとともに、財務諸表等を適正に作成す

るよう指導に努めます。 

   （川崎市住宅供給公社） 

   （まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課） 

イ その他改善を要するもの 



 

 

 ［指摘の要旨］ 

軽易な事項であるが、次のとおり改善措置を要する事例があった。 

（ア）小口現金を適正に管理すべきもの 

a 川崎市土地開発公社の事例 

（a）財務規程で定める小口現金の保管限度額を超えた金額が保管さ

れていた。 

（b）財務規程で定める小口現金の保管限度額を超えた支払を行って

いた。 

［措置内容］ 

指摘事項については、川崎市土地開発公社に対し、適正な会計処理を

行うよう指導し、要綱の見直しなどを含めた適正な事務処理の徹底を行

うとの報告がありました。 

今後は、適正な会計処理を行うよう指導に努めます。 

（川崎市土地開発公社） 

（財政局資産管理部資産運用課） 

b 川崎市住宅供給公社の事例 

（a）要綱で定める小口現金の上限額を超えた支払を行っていた。 

     （b）経費を支出した月と異なる月の小口現金で精算を行っていた。 

［措置内容］ 

指摘事項については、川崎市住宅供給公社に対し、適正に管理を行う

よう指導し、社内で周知が行われたこと及び提出された実査報告書によ

り適正に処理が行われていることを確認しました。 

今後は、適正な管理を行うよう指導に努めます。 

（川崎市住宅供給公社） 

      （まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課） 



 

 

  （イ）小口現金に係る帳簿を適正に作成すべきもの 

     小口現金を支出した際に要綱で定める帳簿が作成されていなかった

事例 

   ［措置内容］ 

指摘事項については、一般財団法人川崎市まちづくり公社に対し、要

綱に規定された歳出簿を作成し、適正な管理を行うよう指導しました。

また、提出された歳出簿等により、適正に作成及び管理がなされている

ことを確認しました。 

今後は、適正な管理を行うよう指導に努めます。 

    （一般財団法人川崎市まちづくり公社） 

    （まちづくり局総務部庶務課） 

（ウ）財務諸表を適正に作成すべきもの 

a 財務諸表に対する注記において、公社債の担保についての記載が

誤っていた事例 

b キャッシュ・フロー計算書において、科目名称が誤っていた事例 

   ［措置内容］ 

指摘事項については、川崎市土地開発公社から、財務諸表の記載を改

める旨の報告を受け、提出された財務諸表等により適正な記載に改めら

れたことを確認しました。 

今後は、財務諸表を適正に作成するよう指導に努めます。 

（川崎市土地開発公社） 

（財政局資産管理部資産運用課） 

（エ）財務に係る伝票を適正に作成すべきもの 

   a 会計処理は３種の伝票をもって行うべきところ、１種のみで行っ

ていた事例 



 

 

b 同一目的ではない取引を１伝票で処理していた事例 

   ［措置内容］ 

指摘事項については、川崎市土地開発公社に対し、適正な会計処理を

行うよう指導し、３種の伝票によって会計処理をするとともに、マニュ

アルに追記を行い事務処理の徹底を図るとの報告がありました。 

今後は、適正な会計処理を行うよう指導に努めます。 

（川崎市土地開発公社） 

（財政局資産管理部資産運用課） 

（３）指定管理者及び所管部局において改善措置を要する事項 

軽易な事項で改善を要するもの 

［指摘の要旨］ 

軽易な事項であるが、次のとおり改善措置を要する事例があった。 

  ア 指定管理施設における備品管理を適正に行うべきもの 

  （ア）生田緑地の事例 

指定管理料で購入した備品が指定管理者の備品の管理台帳に登載さ

れていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者に対し、備品の取扱いに関する通知

を発出し、提出された管理台帳により、登録漏れがあった備品の登録が

適正に行われたことを確認しました。 

今後は、適正な備品管理に努めます。 

   （生田緑地共同事業体） 

   （建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所） 

（イ）川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センターの事例 

指定管理料で購入した本市帰属備品が市の備品整理簿及び指定管理



 

 

者の物品台帳に登載されていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者に対し、備品の管理に関して指導し、

備品整理簿等の修正を確認しました。 

今後は、適正な備品管理に努めます。 

    （社会福祉法人青丘社） 

    （こども未来局青少年支援室） 

（ウ）川崎市菅生こども文化センター及び川崎市蔵敷こども文化センター

の事例 

     a 指定管理者の物品台帳の更新内容が市の備品整理簿に反映されて

いなかった。 

b 指定管理料で購入した本市帰属備品が市の備品整理簿に登載され

ていなかった。 

c 市の備品整理簿及び指定管理者の物品台帳の記載内容に誤りが

あった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者に対し、備品の管理に関して指導し、

備品整理簿等の修正を確認しました。 

今後は、適正な備品管理に努めます。 

（特定非営利活動法人あかい屋根） 

     （こども未来局青少年支援室） 

（エ）川崎市片平こども文化センター及び川崎市岡上こども文化センター

の事例 

     a 指定管理者の物品台帳の更新内容が市の備品整理簿に反映されて

いなかった。 



 

 

b 指定管理料で購入した本市帰属備品が市の備品整理簿及び指定管

理者の物品台帳に登載されていなかった。 

c 市の備品整理簿及び指定管理者の物品台帳の記載内容に誤りが

あった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者に対し、備品の管理に関して指導し、

備品整理簿等の修正を確認しました。 

今後は、適正な備品管理に努めます。 

（特定非営利活動法人児童育成会コッコロ） 

     （こども未来局青少年支援室） 

イ 管理物品の購入手続を適正に行うべきもの 

（ア）川崎市こども文化センター（５３施設）の事例 

基本協定書で定められた管理物品を購入する場合のあらかじめ市に

通知する等の手続が行われていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者との基本協定書を改めるとともに、

備品の購入に係る事務処理を適正に行うよう指導しました。 

今後は、適正な事務執行に努めます。 

（公益財団法人かわさき市民活動センター） 

（こども未来局青少年支援室） 

（イ）川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センターの事例 

基本協定書で定められた管理物品を購入する場合のあらかじめ市に

通知する等の手続が行われていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者との基本協定書を改めるとともに、



 

 

備品の購入に係る事務処理を適正に行うよう指導しました。 

今後は、適正な事務執行に努めます。 

（社会福祉法人青丘社） 

（こども未来局青少年支援室） 

（ウ）川崎市菅生こども文化センター及び川崎市蔵敷こども文化センター

の事例 

基本協定書で定められた管理物品を購入する場合のあらかじめ市に

通知する等の手続が行われていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者との基本協定書を改めるとともに、

備品の購入に係る事務処理を適正に行うよう指導しました。 

今後は、適正な事務執行に努めます。 

（特定非営利活動法人あかい屋根） 

    （こども未来局青少年支援室） 

（エ）川崎市片平こども文化センター及び川崎市岡上こども文化センター

の事例 

基本協定書で定められた管理物品を購入する場合のあらかじめ市に

通知する等の手続が行われていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者との基本協定書を改めるとともに、

備品の購入に係る事務処理を適正に行うよう指導しました。 

今後は、適正な事務執行に努めます。 

（特定非営利活動法人児童育成会コッコロ） 

    （こども未来局青少年支援室） 

ウ 報告書等の管理を適正に行うべきもの 



 

 

（ア）川崎市こども文化センター（５３施設）の事例 

指定管理業務に関する報告書等について、提出期限内に提出されて

いる事実が客観的に確認できるよう管理されていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、報告書等が提出期限内に提出されていることが

客観的に確認できるよう、報告書様式の見直しを行いました。 

今後は、適正な管理に努めます。 

（こども未来局青少年支援室） 

（イ）川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センターの事例 

a 指定管理業務に関する報告書等について、提出期限内に提出され

ている事実が客観的に確認できるよう管理されていなかった。 

b 四半期ごとに提出することとされている事業報告書について、四

半期ごとに提出されている事実が客観的に確認できるよう管理され

ていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、報告書等が提出期限内に提出されていることが

客観的に確認できるよう、報告書様式の見直しを行い、指定管理者に対

して、報告書等に提出日を記載するよう指導しました。また、提出され

た報告書等により提出日が記載されていることを確認しました。 

今後は、適正な報告書等の管理に努めます。 

（社会福祉法人青丘社） 

（こども未来局青少年支援室） 

（ウ）川崎市菅生こども文化センター及び川崎市蔵敷こども文化センター

の事例 

a 指定管理業務に関する報告書等について、提出期限内に提出され



 

 

ている事実が客観的に確認できるよう管理されていなかった。 

b 四半期ごとに提出することとされている事業報告書について、四

半期ごとに提出されている事実が客観的に確認できるよう管理され

ていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、報告書等が提出期限内に提出されていることが

客観的に確認できるよう、報告書様式の見直しを行い、指定管理者に対

して、報告書等に提出日を記載するよう指導しました。また、提出され

た報告書等により提出日が記載されていることを確認しました。 

今後は、適正な報告書等の管理に努めます。 

（特定非営利活動法人あかい屋根） 

     （こども未来局青少年支援室） 

（エ）川崎市片平こども文化センター及び川崎市岡上こども文化センター

の事例 

指定管理業務に関する報告書等について、提出期限内に提出されて

いる事実が客観的に確認できるよう管理されていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、報告書等が提出期限内に提出されていることが

客観的に確認できるよう、報告書様式の見直しを行いました。 

今後は、適正な管理に努めます。 

    （こども未来局青少年支援室） 

エ 業務の位置付けを明確にすべきもの 

（ア）川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センターの事例 

有料で行われているコピー機の利用サービスについて、協定書、仕

様書、事業計画書等に定められていなかった。 



 

 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者に対し、コピー機の利用サービスを

提供した場合の会計処理及び当該サービスの提供について事業計画書等

に定めるよう指導し、提出された令和４年度の事業計画書に定められた

ことを確認しました。 

今後は、適正な事務手続に努めます。 

（社会福祉法人青丘社） 

（こども未来局青少年支援室） 

（イ）川崎市菅生こども文化センター及び川崎市蔵敷こども文化センター

の事例 

有料で行われている印刷機、コピー機及び紙折り機の利用サービス

について、協定書、仕様書、事業計画書等に定められていなかった。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者に対し、コピー機等の利用サービス

を提供した場合の会計処理及び当該サービスの提供について事業計画書

等に定めるよう指導し、提出された令和４年度の事業計画書に定められ

たことを確認しました。 

今後は、適正な事務手続に努めます。 

（特定非営利活動法人あかい屋根） 

    （こども未来局青少年支援室） 

（ウ）川崎市片平こども文化センター及び川崎市岡上こども文化センター

の事例 

有料で行われている印刷機及びコピー機の利用サービスについて、

協定書、仕様書、事業計画書等に定められていなかった。 

［措置内容］ 



 

 

指摘事項については、指定管理者に対し、コピー機等の利用サービス

を提供した場合の会計処理及び当該サービスの提供について事業計画書

等に定めるよう指導し、提出された令和４年度の事業計画書に定められ

たことを確認しました。 

今後は、適正な事務手続に努めます。 

（特定非営利活動法人児童育成会コッコロ） 

    （こども未来局青少年支援室） 

オ 正確な収支状況を報告すべきもの 

川崎市ふれあい館・川崎市桜本こども文化センターの事例 

備品購入費に計上すべきものが消耗品費に計上されていた。 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者に対し、備品と消耗品の分類に係る

事務処理について改めて指導しました。 

今後は、正確な収支状況の報告の確認に努めます。 

（社会福祉法人青丘社） 

（こども未来局青少年支援室） 

カ 文書管理規定等を定めるべきもの 

川崎市片平こども文化センター及び川崎市岡上こども文化センターに

おいて、基本協定書で定めることとされている文書管理規定等が定めら

れていなかった事例 

［措置内容］ 

指摘事項については、指定管理者に対し、文書管理規定等の整備につ

いて指導し、提出を受けました。 

今後は、適切な確認に努めます。 

（特定非営利活動法人児童育成会コッコロ） 



 

 

（こども未来局青少年支援室） 



 

 

４川教庶第３２６号 

令和４年６月３０日 

 

川崎市監査委員 大 村 研 一 様 

同       植 村 京 子 様 

同       浅 野 文 直 様 

同       山 田 晴 彦 様 

 

                 川崎市教育委員会教育長 小田嶋 満 

 

監査の結果の報告に基づく措置について（通知） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、

令和３年１２月３日付け３川監報第８号で報告の提出がありました令和３年度

財政援助団体等監査の結果について、次のとおり措置を講じましたので通知し

ます。 

 

１ 令和３年度財政援助団体等監査の結果に対する措置状況 

（１）指定管理者及び所管部局において改善措置を要する事項 

軽易な事項で改善を要するもの 

［指摘の要旨］ 

軽易な事項であるが、次のとおり改善措置を要する事例があった。 

ア 指定管理施設における備品管理を適正に行うべきもの 

指定管理料で購入した備品が指定管理者の備品の管理台帳に登載

されていなかった。 

［措置の内容］ 



 

 

指摘事項については、指定管理者に対し、備品の取扱いに関する通知

を発出し、提出された管理台帳により、登録漏れがあった備品の登録が

適正に行われたことを確認しました。 

今後は、適正な備品管理に努めます。 

（生田緑地共同事業体） 

（教育委員会事務局青少年科学館） 

イ 正確な収支状況を報告すべきもの 

自主事業に係る収入が指定管理業務の科目に計上されていた。 

［措置の内容］ 

指摘事項については、指定管理者に対し、指定管理業務に係る収支を

適正に把握できるよう指定管理業務に係る収支と自主事業に係る収支の

区分を明確にし、収支予算書及び収支報告書を作成・提出するよう指導

しました。また、提出された令和３年度収支報告書及び令和４年度収支

予算書により、収支が適正に区分されていることを確認しました。 

今後は、適正に管理するよう、指導に努めます。 

（生田緑地共同事業体） 

（教育委員会事務局日本民家園） 

 

 


